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①高齢者（70歳以上）
　26年度に交付した助成券の有効期限は 3月31日㈫です。26年度中
に助成券の交付を受けた方には27年度分の助成券を 4月初めまでに
送付します。
　新たに70歳となった方や転入した方は、健康保険証などの身分証
明と印鑑（シャチハタ不可）を持参し、申請してください。
お申込み　高齢福祉課（市役所 2階）　☎21-3022 、
　亀田福祉課、湯川福祉課、銭亀沢支所の窓口、
　東部 4支所の市民福祉課

②戦傷病者
　戦傷病者手帳をお持ちの方に申請書を 3月中に送付します。必要
事項を記入し、手帳、印鑑（シャチハタ不可）、　26年度分の使用済
乗車カードを持参し、申請してください。
　身体障害者手帳 1～ 4級をお持ちの方は「障がい者」の対象とな
ります。手続方法は③をご覧ください。
お申込み　地域福祉課（市役所 3階）　☎21-3255

③身体・知的障がい者
　上限まで乗車カードを使い終えた方の27年度分の乗車カードを 4
月 1 日㈬から交付します。身体障害者手帳または療育手帳、印鑑
（シャチハタ不可）、使用済乗車カードをご持参ください。
お申込み　障がい保健福祉課（市役所 1階）　☎21-3263527-2770、
　亀田福祉課、湯川福祉課、銭亀沢支所の窓口、
　東部 4支所の市民福祉課

④精神障がい者
　26年度に交付した引換券（助成券）の有効期限は 3月31日㈫です。
27年度分の引換券（助成券）の申請を 3月26日㈭から受付します。
精神障害者保健福祉手帳、印鑑（シャチハタ不可）をご持参ください。
乗車カードが残っている方は混雑を避け 4月以降に申請ください。
お申込み
　障がい保健福祉課（市役所 1階）　☎21-3077527-2770、
　東部 4支所の市民福祉課

　※　②～④の方は新しいカードとの交換に、使用済乗車カードが　
　　必要ですので捨てずに保管してください。
　※　お手持ちの乗車カードは 4月以降も利用できます。

　27年度の市民農園・体験農園の利用者
を募集します。

亀尾ふれあいの里
（米原町126番地 3ほか）

▽市民農園（専用使用）
　募集区画　若干数
　期間　4月20日㈪～ 11月10日㈫
　料金　1区画（25㎡）5千円

▽体験農園（一連農業体験）
　体験作物　米、そば、枝豆、じゃがいも、
　　いちご、とうもろこし、さつまいも、
　　トマト、なす（年 3～ 4回参加）
　料金　大人 400円
　　　　小人（3歳～中学生）200円
　　※　小人は市内在住・在学の場合は
　　　無料
　お申込み　 3月31日㈫までの午前 9時
　　～午後5時に亀尾年輪の会担当者（☎
　　080-5586-6704）

空港ふれあい菜園
（高松町105番地内）

▽市民菜園（専用使用）
　募集区画　若干数
　期間　4月20日㈪～ 11月10日㈫
　料金　1区画（50㎡）1万円
　お申込み　3月31日㈫までの平日午前8
　　時～午後 5時にアキタ造園㈱担当者
　　（☎090-3774-1533）

土と触れ合ってみませんか？電車・バス乗車料金の助成電車・バス乗車料金の助成 市民農園・体験農園


